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平成 30 年 7 月 23 日 

 

 都道府県医師会 

介護保険担当理事  殿 

 

日本医師会常任理事 

江 澤 和 彦 

 
 

福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について 
 
 

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、福祉用具については、平成 30年 10月から貸与価格の上限設定等が行われることと

なっており、福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、本年７月を目途

に公表されることとなっておりました。 

今般、厚生労働省より、商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の掲載先等の事

務連絡が発出されましたのでご連絡申し上げます。また、平成 30 年 10 月以降の留意事項と

して、福祉用具専門相談員による全国平均貸与価格の説明についてや、介護給付費請求につ

いての内容も記載されておりますので、併せてご確認いただきたく存じます。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、郡市区医師会および

会員への周知方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。 

 
 
（添付資料） 

・福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について 

（平 30.7.13 事務連絡 厚生労働省老健局高齢者支援課） 
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厚生労働省老健局高齢者支援課

福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について

　

日頃より、 介護保険行政に御尽力いただき、 厚く御礼申し上げます。

　

福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、「平成 ３０ 年度以
降の福祉用具貸与に係る商品コードの付与・公表について」（平成３０年４月１７日

事務連絡）でお知らせしたとおり、本年７月を目途に公表することとしたところで

す。

今般、下記のとおり、商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の掲載先

等についてお知らせしますので、管内市町村及び福祉用具貸与事業者等に対し、広

く周知いただくとともに、 遺漏なく御対応いただきますようお願いします。

記

１

　

商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の掲載先について

　

商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、厚生労働省の

ホームページに掲載していますので、 以下を御参照いただきますようお願いし

ます （貸与件数が月平均１００件未満の商品は除く。）。

○掲載先 （厚生労働省ホームページ）

　　

ｈｔｔｐｓソノｗｍｖ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ・
′
ｓｔｆｓｅｉｓａｋｕｎｉｔｓｕｉｔｅ，ｂｕ１・ｙａ／００００２１２３９８．ｈｔｍｌ
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※

　

本内容は、 公益財団法人テクノエイ ド協会のホームページでも掲載してい

ます。 ＜ｈｔｔｐ：／ ｗｗ，ｔｅｃｒｕ・びａｌｄｓ．ｏｒ．ｉｗｔｅｋｉｓｅｉ／ｉｎｄｅｘ．ｓｈｔ１ｎｌ＞

２

　

平成３０年１０月以降の留意事項について

（１） 福祉用具専門相談員による全国平均貸与価格の説明について

　　

平成 ３０年１０月以降、 福祉用具専門相談員においては、 貸与しようとする

　

商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明

　

することとなります。

　　

利用者への説明に当たっては、 上記１により公表された全国平均貸与価格

　

を御活用いただきますようお願いします。

（２） 介護給付費請求について

　　

平成 ３０年１０月の貸与分以降、 福祉用具貸与事業者においては、 商品ごと

　

の貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定されな

　

いので、 御留意いただきますようお願いします。

　　

なお、貸与価格の上限が設定された商品について、今後、商品コードに変更

　

が生じることもあり得ますが（例えば、福祉用具届出コードを有する商品がＴ

　

Ａ工Ｓコードを取得する等）、商品コードの変更後においても、 当該商品の上

　

限は適用されますので、 御留意いただきますようお願いします。

（注） 商品コードの記載に係る留意事項等にっては、「平成 ３０年度以降の福祉

　

用具貸与に係る商品コー ドの付与・公表について」（平成３０年４月 １７日事

　

務連絡） の 「３

　

商品コードの介護給付費明細書への記載について」 を御参

　

照いただきますようお願いします。

【厚生労働省担当】
厚生労働省老健局 高齢者支援課
福祉用具・住宅改修係

　

電

　　

話 ：０３－５２５３－１１１１ （内 ３９８５）

　

ｅ－ｍａｉｌ： ｆｕｋｕｓｈｉｙｏｕｇｕ＠ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ
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